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第３期（平成 23 年 3 月期）決算後に発生した後発事象について 
 

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申しあげます。 

 さて、当社は、第３期（平成 23 年 3 月期）決算後、平成 23 年 5 月 13 日開催の取締役会に

おいて、同日付で下記のとおり剰余金を処分し、その他資本剰余金を利益剰余金に振り替え

ることにより、繰越損失を解消することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

敬具 

記 

１． 剰余金処分の目的 

 当社は、平成 23 年 3 月 31 日現在、個別の資本剰余金残高は 1,163 億 60 百万円となっているものの、利

益剰余金残高は 594 億 60 百万円の損失（繰越損失）となっておりました。 

 こうした資本構成の偏りを是正し、財務体質の健全化をはかるとともに、早期に配当を実施できる態勢を

実現するため、会社法第 452 条および第 459 条の規定に基づき、平成 23 年 5 月 13 日開催の取締役会決議に

よって、下記「２．剰余金処分の要領」のとおり、剰余金を処分し、繰越損失を解消いたしました。 

 

２． 剰余金処分の要領 

 当社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場

合を除き、取締役会の決議によって定める旨の定款規定があり、これに基づき、平成 23 年 5 月 13 日付で「そ

の他資本剰余金」残高のうち、59,460,998,169 円を減少し、当該減少額を「繰越利益剰余金」に振り替えま

した。 

（1） 減少する剰余金の項目およびその金額 

  その他資本剰余金 59,460,998,169 円 

（2） 増加する剰余金の項目およびその金額 

  繰越利益剰余金 59,460,998,169 円 

（3） 効力発生日 

  平成 23 年 5 月 13 日 

（ご参考） 

（個別 純資産の部）                                                      （単位：円） 

 平成 23 年 3 月 31 日現在  平成 23 年 5 月 13 日処理後 
資本金計 10,000,000,000 10,000,000,000 
資本剰余金合計 116,360,102,454 56,899,104,285 
利益剰余金合計 △59,460,998,169 0 
自己株式 534,706,880 534,706,880 
純資産合計 66,364,397,405

 

66,364,397,405 
平成 23 年 4 月 1 日以降の自己株式の増減は考慮しておりません。 

 

３． 今後の見通し 

 上記その他資本剰余金の繰越利益剰余金への振替による繰越損失の解消は、貸借対照表の「純資産の部」

における勘定科目間の組み替えによるものであり、株主資本合計額、純資産額、総資産額の変動はありませ

ん。 

以上 


